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ＳＧニュース
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-5-9

共同ビル(本町一丁目）７階発 財団

電話(03)5255-3631 (代表）行 法人 製品安全協会

Ｓ Ｇ 認 定 基 準 改 正 及 び 審 議 中 の 品 目 に つ い て

当協会では、新たにＳＧ対象製品としての認定 なお、詳細については当協会 業務グループ

基準及び基準確認方法の作成を準備するとともに、 までお問い合わせください。

既にＳＧ対象製品となっている品目の認定基準及 ［当協会 業務グループ］

び基準確認方法についても、社会環境の変化、使 TEL：０３－３５１７－５４１１

用素材の変化とともに製品形態が変化しているこ FAX：０３－３５１７－５８３２

とから、随時改正を進めております。 E-mail：operation@sg-mark.org

認定基準名 新規制定年月 これまでの改正年月及び現在の状況

乳母車 S49年5月 S50年2月､S51年11月､2004年6月10日制定

かん切り S50年3月 S54年5月､2004年6月1日制定

金属製昇降器具 改正審議中

住宅用金属製脚立 S50年3月 S53年11月､S58年3月､S60年6月､H11年11月

住宅用ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製はしご S52年12月 S59年3月、H13年12月

住宅用金属製踏み台 S59年4月 H11年11月

ビーチパラソル S50年12月 改正審議準備中

ゆたんぽ S52年5月 S54年11月、改正審議中

携帯用簡易ガスライタ S52年12月 S55年4月､H元年2月､2004年11月5日制定

自転車 S56年4月 H5年9月､H13年12月､2004年8月9日制定

自転車用ヘルメット S58年3月 H9年9月､改正審議準備中

自転車用幼児座席 S60年1月 改正審議中

ショッピングワゴン H4年3月 改正審議中

繊維強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製バット H4年7月 2004年11月19日制定

クッキングヒータ用調理器具 H13年11月 改正審議中

乳幼児用ハイチェア S51年11月 改正審議準備中

（S:昭和、H:平成、無印:西暦）
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この一年皆さまから当協会へ寄せられましたご支援・ご協力に感謝申し上げます。

今年は例年になく台風による大雨や地震等自然災害の多い一年でしたが、来年は皆さまに

とりましてより良い年になりますようお祈り申し上げます。



生活評論家 佐藤 順子

以前、かん詰の中に切り粉として落ち込んだ金

属片を食品と一緒に食べてしまい、けがをしたと

いう事故がありました。

かん詰食品に欠かせないのが「かん切り」。世

の中のかん切り事情はどのようかとインターネッ

トを覗いてみたら「なぜつまみを引っ張れば開け

られるプルオントップに統一しないのか、わざわ

ざかん切りなんて使わなくてもすむのに」という

意見。若い人らしいです。

だが高齢者の立場から言えば「プルオントップ

は不便。つまんで蓋を持ち上げるのは指先に力が

いる。使いよいかん切りが欲しい」ということに

なります。ピクニックや非常時にもお役立ちです。

要はめいめいがよいと思うモノを選べばよいので

すが、良いかん切りとはどんなものでしょう。

●かん切りのいろいろ

かん切りはテコ原理を応用して押し切るもの、

歯車等を回転させて開かんするものとがあります。

ＳＧでは上記のふたつのタイプを対象に一般家庭

が使用するものについて基準を設け、その基準に

適合するものにマークを表示しています。

なお、栓抜きやかん穴あけが付いているもの、

刃が折り畳めるものを含みます。

●安全が第一

当然ながらかん詰食品はかん切り等で開かんし

て初めて利用することができます。

そこでは、 かん切りの安全性、 切りを① ②かん

使って開けた食品の安全性というふたつの安全が

浮かび上がります。

ＳＧ認定基準はそれぞれの視点から安全基準を

設けています。また、かん切りそのものの形状等

はスケールや目視で検査します。

かん切りは開かんのときに加わる大きな力にか∗
ん切りそのものが耐え、各部に変形や破損が無

いかチェックします。

かん切りを使って開けた食品の中に金属片が落∗
ち込んでは大変です。事故例もあるため、この

切り粉についてはきめ細かに規定しています。

なお、かん内部に落下する金属片の長さは一定

量以下でなくてはなりません。

かん切りの表面処理はＳＧでは５ミクロン以

上のめっき処理が施されています。
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消費生活用製品の安全性等に関するご相談は

ご遠慮なく、当協会までご連絡ください。
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●かんとかん切りの大きさ

かん切りには「小径かん用（直径５５ミリメー

トル以下のかん詰かんを開かんするもの）」「中

径かん用（５５ミリ～１０２ミリ以下）」「両用

かん切り（１０２ミリメートル以下）」がありま

すが、使用するときは適合するサイズのものを選

んでください。

開けたかんの切り口の安全性をかん切りそのも

のに求めることは、かん切りが金属をカットする

ものであることから無理がありますが、かんと缶

切りのサイズが不適切だと、使い難いだけでなく

切り口にギザギザした尖りができて危険です。

●選び方・使い方

危険を避けるために開こうとするかんのサイズ

がかん切りと適合しているかどうかを注意してく

ださい。

開かんするときはかんの側面の接合部を避けて

切ること。

かんの内側に金属片を落とさないために、てこ

押切り方法のものはかん切りをかん詰めの巻締め

にしっかり引っ掛け、刃の部分を蓋に直角に押し

こんでから移動させます。こうすると切り粉や金

属片ができにくく、危険度の少ない切り口になり

ます。

使用後はよく洗浄するか、食品の汚れを拭き取

っておきましょう。

取扱説明書は保存しておき、折りにふれて読み

かえします。

「かん切りの認定基準及び基準確認方法」⇒
については、平成１６年６月１日付で改正

し、ＳＧマーク表示に関する準備を進めて

いましたが、平成１７年１月から事務受付

を開始する予定です。

《参考イラスト》

（矢印は、 ＳＧマークの表示個所です。）
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財団法人製品安全協会 発行人 岡林 哲夫

http://www.sg-mark.org【ＵＲＬ】
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